
 

令和７年度徳島県農薬管理指導士認定研修を徳島県農薬管理指導士認定事業実施要領に

基づき、次のとおり開催いたします。 

 

１ 開催月日 令和８年１月１９日（月） 

 

２ 研修日程 

（１）新規申請の方 

 令和８年１月１９日（月）午前９時２０分から午後４時４５分まで（受付９時から） 

１）農薬管理指導士の任務と関係法令について 

２）毒物及び劇物の取扱いについて 

３）植物防疫及び農薬の安全使用・保管管理について 

４）農薬の安全性評価について 

５）講演（仮）農薬安全使用について 

６）病害概論と防除について 

７）害虫概論と防除について 

８）雑草概論と防除について 

９）認定試験 

（２）更新申請の方 

 令和８年１月１９日（月）午前９時２０分から午後零時４０分まで（受付９時から） 

１）農薬管理指導士の任務と関係法令について 

２）毒物及び劇物の取扱いについて 

３）植物防疫及び農薬の安全使用・保管管理について 

４）農薬の安全性評価について 

５）講演（仮）農薬安全使用について 

 

３ 場所 徳島県立総合教育センター 

     徳島県板野郡板野町犬伏字東谷１－７ 

 

４ 受講手続 

（１）申請書類 

  別紙「受講に必要な書類」及び徳島県農薬管理指導士認定事業実施要領を参照してくだ  

さい。 

  １）新規申請の方の場合 

ア 農薬管理指導士認定申請書（別記様式第２号） 

イ 履歴書（別記様式第６号） 

ウ 毒物劇物取扱者の資格を証する書類の写し 

エ 農薬取扱者の従業員である場合は、農薬取扱実務従事証明書（別記様式第７号） 
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  ２）更新申請の方の場合 

ア 農薬管理指導士更新認定申請書（別記様式第４号） 

イ 履歴書（別記様式第６号） 

ウ 農薬取扱者の従業員である場合は、農薬取扱実務従事証明書（別記様式第７号） 

 

 ※なお、申請書類については徳島県ホームページからもダウンロードが可能です。 

  アクセス方法：徳島県ホームページのトップ画面、「目的から探す」の「資格・試験」 

から「令和７年度徳島県農薬管理指導士認定研修の開催について」を 

選択してください。 

 

（２）申請書類の提出先 

  １）「郵送」又は「ファクシミリ」の場合 

   〒７７０－８５７０ 徳島市万代町１丁目１番地 

    徳島県農林水産部みどり戦略推進課 グリーン農業担当 （担当者：市川） 

     ファクシミリ：０８８－６２１－２８５６ 

２）電子メールの場合 

   アドレス：midorisenryakusuishinka@pref.tokushima.lg.jp 

注）件名は「令和７年度農薬管理指導士研修申込」とし、申請書（PDF ファイルに 

変換）を添付し、送信してください。 

 

（３）申請書類の提出期限  令和８年１月８日（木） 必着 

 

（４）受講料  無 料 

 

５ 研修の資料について 

  研修では、研修当日に講義ごとの資料を配付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜研修日程＞ 

令和８年１月１９日（月） 徳島県立総合教育センター ２階 大研修室 

時間割 内  容 講  師 

9:00 ～9:20 受付（２階 大研修室前） 

9:20 ～9:30 日程説明等  

9:30 ～10:00 農薬管理指導士の任務と関係法令 みどり戦略推進課 

 グリーン農業担当 

10:00～10:30 毒物及び劇物の取扱いについて 薬務課  

血液・麻薬担当 

10:30～11:00 植物防疫及び農薬の安全使用・保管

管理について 

農林水産総合技術支援センター 

病害虫防除所 

11:00～11:10 （ 休 憩 ） 

11:10～11:40 農薬の安全性評価について 農林水産総合技術支援センター

資源環境研究課食の安全担当 

11:40～12:40 講演 

（仮）「農薬の安全使用について」 
公益社団法人緑の安全推進協会 

 更新の方は、研修終了 

12:40～13:40 以降、新規の方のみ。 

（ 昼 食 休 憩 ）※各自で昼食 

13:40～14:50 病害概論と防除 

虫害概論と防除 

農林水産総合技術支援センター 

病害虫防除所 

14:50～15:00 （ 休 憩 ） 

15:00～15:30 雑草概論と防除 農林水産総合技術支援センター 

農産園芸研究課栽培・育種担当 

15:30～15:40 （休憩、認定試験準備） 

15:40～16:45 認 定 試 験 

16:45 閉 会 

＜留意事項＞ 

・ 受講決定通知はお送りいたしませんので、研修日時に会場までお越しください。 

・ 認定を受けるための条件として、新規申請の方は最終単位までの研修受講と認定試験 

合格が必須となります。 

・ 途中退席した場合などは認定できませんので、ご注意ください。 

・ 合格者には、後日認定証を交付（郵送）しますので、配布する受講票に記載してある 

ご氏名、ご住所をご確認ください。 

・ 本認定は、毒物劇物取扱責任者の資格とは関係ありません。 

・ 昼食は各自ご用意ください。 ※弁当申込は受け付けていません。 

・ ゴミはお持ち帰りください。 

・ 会場内は禁煙です。喫煙は所定の場所でお願いいたします。 



研修会場 地図 

 

【自動車を利用する場合】 

 高松自動車道 板野 I.C.から車で約７分 

 徳島自動車道 藍住 I.C.から車で約１０分 

【ＪＲを利用する場合】 

 板野駅で下車 

  車で約６分 

  徳島バス「鍛冶屋原線（不動経由）」バス停（板野駅南）で乗車 

【バスを利用する場合】 

 徳島駅前バスターミナル１４番乗り場 徳島バス「あすたむらんど経由鍛冶屋原行」に 

より、「総合教育センター前」で下車 

 

○会場へのお問合せ 

 〒７７９－３２３３ 徳島県板野郡板野町犬伏字東谷１－７ 

  徳島県立総合教育センター 電話 ０８８－６７２－５０００ 


